
川本町新型コロナウイルス感染症対策販路拡大等事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響で売上が減少した川 

本町内で商工業及び農林業を営む法人、または個人事業者の事業を持続する

ための資金の補助について、川本町補助金等交付規則（昭和36年規則第1号）

に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満た 

たす者とする。 

（１）川本町内で商工業及び農林業を営み川本町内に住所を有する法人または 

個人事業者であり、別表の事業に取り組む者。 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で、20%以 

上減少した法人及び事業者で、その後、2箇月間を含む3箇月が前年同月比 

20%以上減少を見込む者。比較対象期間は、令和2年3月から12月までとす 

る。 

（３）町税、国民健康保険税等の滞納がなく、川本町暴力団排除条例（平成23

年条例第31号）第2条第1号又は第2号に該当しないもの。 

（補助金の額） 

第3条 補助金の額は、総事業費から国及び県の補助金を除いた額の10/10とし 

上限を200千円とする。その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨て

る。 

（補助金の交付申請） 

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町新型コロナウイルス感染症 

対策販路拡大等事業費（様式第1号）に関係書類を添えて町長に提出しなけ 

ればならない。 

（補助金の交付決定） 

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、補助 

金を交付することが適当であると認めるときは、川本町新型コロナウイルス 

感染症対策販路拡大等事業費補助金交付決定通知書（様式第2号）により補助 

事業者に通知するものとする。 

（補助金の変更申請） 

第6条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらか 

じめ川本町新型コロナウイルス感染症対策販路拡大等事業費補助金変更申 

請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。 

（１）補助事業を中止しようとするとき。 



（２）補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき。 

（３）事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。 

(補助金の変更決定) 

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、補助 

金を交付することが適当であると認めるときは、川本町新型コロナウイルス 

感染症対策販路拡大等事業費補助金変更交付決定通知書（様式第4号）により

補助事業者に通知するものとする。 

(概算払) 

第8条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、川本町新 

新型コロナウイルス感染症対策販路拡大等事業費補助金概算払請求書(様式第

5号)を町長に提出しなければならない。 

(補助金の実績報告) 

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、川本町新型コロナウイルス 

感染症対策販路拡大等事業費補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業

の完了の日から起算して、1箇月を経過した日までに、次に掲げる書類を添え

て町長に報告しなければならない。 

（１）精算金額が確認できる領収書 

（２）事業の完了が確認できる写真 

 (補助金の確定及び交付) 

第10条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにその実情を調査し、補 

 助金を交付することが適当であると認めるときは、川本町新型コロナウイス 

 ス感染症対策販路拡大等事業費補助金確定通知書（様式第7号）により補助 

事業者に通知するものとする。 

2 補助事業者は、前項の補助金の交付の請求をしようとするときは、川本町

新型コロナウイルス感染症対策販路拡大等事業費補助金請求書(様式第8号) 

を町長に提出しなければならない。 

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付

するものとする。 

（補助金の返還） 

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付 

を受けたと認めたときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期 

期限限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 



 

 別表 

補助対象者 補助対象事業費 補助率 

川本町内で商工業及 

び農林業を営み川本 

町内に住所を有する 

法人また個人事業者 

。また、新型コロナ 

ウイルス感染症の影 

響により売上げ(税 

抜)が前年同月比で 

比で、20％以上減少 

した法人及び事業者 

で、その後、２箇月 

間を含む３箇月が前 

年同月比20%以上減 

少を見込む者。 

新型コロナウイルスにより売上が減少

した法人及び個人事業者が、新たな販

路の開拓、またはコロナウイルスによ

り感染予防環境整備をおこなう事業費

を補助する。 

・インターネット販売の構築及び既存

システムの改良に係る経費 等 

・町内で新たな産直市等を開催に係る

経費 等 

・コロナウイルス対策として消毒場の

設置等の感染予防環境整備をおこなう

経費 等 

・その他、町長が認める経費 

10/10 

上限 200千円 

 


